
一般社団法人日本歯車工業会　正会員各位

　謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より本工業会事業運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、5月20日開催の総会にて改定承認頂いた会費規程に従い、2022年3月末時点の貴社従業員数を

ご申告頂き、それに基づいた金額をもって本年度の会費としてご請求させて頂きます。

　恐れ入りますが、本調査票の返信（FAXもしくはE-mail）をもって会費算定基準となる従業員数を

2022年5月31日(火)までにご申告頂きますようお願い申し上げます。

謹白

【 会費算定基準となる従業員数 （２０２２年３月末現在） 】

≪対象製品・事業≫

1 上記対象製品の製造・事業を専業とする場合は、

貴社における全常勤役員 及び 全従業員（パート/契約社員含む、派遣除く）の人数を

会費算定基準となる従業員数としてください。

2 上記対象製品の製造・事業を専業とせず、製造・事業の一部である場合は、

以下の計算方法をもって会費算定基準となる従業員数としてください。

全常勤役員 及び 全従業員の人数　…　a

対象製品・事業における常勤役員及び従業員の人数　…　b

共通販管部門・関連部門における常勤役員 及び 従業員の人数　…　c

会費基準となる常勤役員及び従業員の人数の算出方法　…　b + c × (b ÷ a)

※ 直接雇用関係にあるパート社員、契約社員等は従業員数に含みます。

直接雇用関係にない派遣社員は含みません。

会費算定基準となる従業員数　： 名

会費の支払方法 ：　

※上記に基づき後日会費の請求書をお送りさせて頂きます※

返信先 一般社団法人日本歯車工業会　事務局   林 洋二郎

Tel 03-3431-1871 ／Fax 03-3431-1872 E-mail： yojiro.hayashi@jgma.org

【　請求書発送先　】

① 歯車単体

② 歯車を組み込んだ製品で各種変減速機 等

FAX

社名

住所

年度（全額一括） ・　半期（2回分割）

③ 歯車加工機械、歯車測定機、歯車用工具、歯車用ソフト 等 歯車に関連する他製品

2022年年5月吉日

年会費算定基準となる従業員数調査票

一 般 社 団 法 人 日 本 歯 車 工 業 会

総 務 委 員 長 井 田 斉 昭

（どちらかに〇）　

部署/役職

氏名

電話

※ご提供頂きましたデータについては、当工業会の会費算定資料として利用するのみで、他の目的での使用は致しません※

E-mail
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